
pianissimo

お問い合わせは 
029-257-8166まで

特定非営利活動法人　ピアニッシモ 

　就労継続支援事業所 ピアニッシモ 

住所：茨城県水戸市河和田町151 

TEL：029-257-8166 

FAX：029-257-8167 

Email：117pianissimo@gmail.com 

URL：http://117pianissimo.p2.weblife.me/ 
   

あなたの自立生活を応援します 
共に働き、学んでいきませんか？

◎就労継続支援事業所ピアニッシモについて 

NPO法人ピアニッシモでは、平成２８年７月
より、障がいをお持ちのかたを対象とした「就
労継続支援事業所」を開設いたします。 
既存の高齢者向け配食サービスの他に、近隣
の老人ホームによる清掃班、農業班の３グルー
プで事業を展開していきます。作業のみの場
所としてではなく、一般就労に向けた自立プ
ログラムを組んだ支援を実施していきます。
皆様のご見学・体験をお待ちしております。 

理事長：高橋康暉 
管理者：大藤（だいとう）哲平

継続B型

就労継続支援事業所 
ピアニッシモ

◎就労継続支援事業所ピアニッシモの特徴 

・作業訓練を行います 
　一般就労に向けた訓練として、配食班・清掃班・
農業班における作業活動を行います。作業した利益
分は工賃として皆様にお支払いいたします。 

・個別のカリキュラムを受けることができます 
一般就労に向けた個別のカリキュラムを組み、それ
を実施することで、一般常識や自立への学びの場所
と機会をご提供いたします。 

・おいしい食事 
配食班で作ったおいしい昼食をお召し上がりになる
ことができます。 

・自力通所のお願い 
ピアニッシモでは現在、ご自宅への送迎サービスは
行っておりません。自力通所にご協力ください。（作
業や施設活動に関する送迎はいたします） 

障害者総合支援法に基づく自立支援費の１割 
（ご本人に所得名がない場合は料金はかかりません）

昼食代１食５００円 
（食事提供加算に該当する場合は１食２００円）

その他レクリエーションやカリキュラムに必要な費用

◎ピアニッシモ1日の流れ 

◎ご利用時にかかる料金 

このパンフレットは赤い羽根共同募金の助成
を受けて作成しています。

出勤　　　　　8:00～8:30 
作業開始　　　8:30～12:00 
昼食　　　　　12:00～13:00 
カリキュラム　13:00～14:30 
清掃片付け　　14:30 
退勤　　　　　15:00 



◎就労継続支援事業所ピアニッシモ 
　　午前『作業内容』のご紹介 

ピアニッシモの作業活動は３つあります。 
利用者の皆様の希望や能力に応じて、作業内容を
選んでいただきます。作業に関しては、利益に応
じた作業工賃を皆様にお支払いいたします。 

◎配食班 

◎清掃班

高齢者向けのお弁当と
お惣菜作りを行い、配
達を行います。 
また、調理に関する仕
込みや清掃活動などを
行います。

◎農業班

◎場所

本部内にある多目的室で個別の活動を行います 

◎カリキュラムの例

開所日　平日（基本的に土日祝祭日はお休みです）
通所時間　8:30～15:00 
　　　　　　　（昼休みは12:00～13:00） 

◎開所日時

◎どんなサービスをするの？

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある
障害のある方に対し 
　①生産活動などの機会の提供（雇用契約をしない） 
　②知識および能力の向上のために必要な訓練 
などを行います。 

当施設（ピアニッシモ）では 
　①午前中は作業活動 
　②午後は個別のカリキュラム 
を行います。 

◎通所できる方

◎就労継続支援事業所ピアニッシモ 
　　午後『カリキュラム』のご紹介 

ピアニッシモでは午後の活動に個別のカリキュラ
ムを取り入れます。一般就労や自立活動に役立つ
学びの場所にします。あなたの能力が伸ばせるよ
う一緒に取り組んでいきましょう！ 

特別養護老人ホーム「佑
功の館」にて清掃作業
を行います。 

住所：水戸市飯島町 
　　　１３０８－１

隣接の林にてキノコ栽
培などの農業作業を行
います。

・国語　読み書き、読書 
・算数　電卓の使い方、お金の使い方 
・資格取得 
・美術　自己表現 
・体育　ウォーキング、ジョギング、筋トレ、ストレッチ 
・音楽　楽器演奏、歌唱、カラオケ 
・教養　一般常識、挨拶、マナー取得 
・生活　日常生活（掃除、洗濯、入浴、整容、食事など） 
・就労　見学、体験実習 
・パソコン　基本操作、ソフトの使い方 
・外出　社会経験&レク実施による協調性 
・地域貢献　ゴミ拾い、ボランティア活動 
・道徳　自立や自我の概念について、社会規範の取得 

経験済みのものを優先的に取り入れます。また、個別
支援計画にこれらのカリキュラムを盛り込みます。

以下に該当される方が対象となります。 
　①就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般　 
　　企業に雇用されることが困難となった方 
　②就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適 
　　用と判断された方 
　③上記①②に該当しない方であって、５０歳に達して 
　　いる方または障害基礎年金１級受給者 
詳しくは当施設または相談支援員にご相談ください。 

担当の相談支援員より、お住いの市町村から「障害福祉
サービス受給者証」が発行され、通所となります。


